
  議会運営委員会会議記録（概要） 

令和６年１１月２５日（月） 

 開  会（午前１１時２０分） 

松本議長  まずは、今回の議会運営委員会について、午前、午後と２回にわたって

の開催となりましたこと、お詫び申し上げます。 

本日は、令和６年第４回定例会の日程について、並びに議案第８６号及

び決算認定案件に対する討論・採決方法について協議をお願いします。 

 また、昨年同様、開会前の午前９時から広聴広報委員会が主催する議場

コンサートが行われますので、併せて報告します。 

 議事についての順番の変更は、委員長にお任せします。 

 【議 事】 

  ⑵ 議会運営に関する事項について 

大石委員長  午前中はまず、⑵議会運営に関する事項について、２１日に引き続きご

議論いただきたいと思います。 

 先日２１日に開催されました議会運営委員会において、「議会運営に関

する申し合わせ事項（正副委員長案）」「通年会期制に係る申し合わせ事

項（正副委員長案）」の協議の中で、各会派持ち帰りとなって決定がなさ

れなかった４項目について、確認をしてまいります。 

  まずは「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長案）」の「１

会議（８）一般質問、⑪常任委員会の特定事件及び特別委員会に付議され

た特定の事件のあり方については、議員の良識に任せることとする。ただ
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し、正副委員長連絡協議会における各委員会の報告内容に配慮するものと

する。」について、公明党よりお願いいたします。 

川辺委員  会派のほうで、もう一度協議したところ、なくしていくという方向もあ

ると思うが、仮になくした場合、委員会において、特定事件等で個別具体

的な内容と同じ内容の一般質問がされるということが危惧されるので、可

能であればその点の議論を議運の中で行って、時間が許すならもう少し議

論を深めていきたいと考えている。 

大石委員長  こちらの⑪につきましては、前回の２１日から協議を始めたものであり、

今日決めなくてもよい案件なので、今後の議会運営委員会において協議を

してまいりたいと思いますので、こちらについては申し合わせ事項から一

旦削除して、引き続き議論していくということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 このことから、先例において、特定事件の一般質問のあり方については、

議員の良識に任せるものとする。また、特別委員会と一般質問のあり方に

ついては、議員の良識に任せるものとする。というのが残っていくという

ことになります。 

 次ですが、「２委員会（１）議会運営委員会、 〇意見書の提出等を求

める請願・陳情が全会一致とならない場合は、議会運営委員会において不

採択とする。なお、本会議においても同様とする。」について、「〇」に

ついては、「②」とさせていただき、持ち帰りいただいていた共産党より

意見をお願いいたします。 
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矢作委員  ①と②とすることは了解した。②意見書の提出等を求める請願・陳情が、

という部分については、これも機関意思の決定の一部であることに変わり

はないということか。 

大島議会事務

局主幹 

 そのとおりです。 

矢作委員  そこが確認できたので了承する。 

大石委員長  では、②意見書の提出等を求める請願・陳情が全会一致とならない場合

は、議会運営委員会において不採択とする。とすることでよろしいでしょ

うか（委員了承） 

 次に「５その他 ②」ですが、「・・・議会事務局を通して会派の控室に

配付する」の「会派」を「会派等」に修正したいと思います。 

 「等」を入れておかないと、会派に属していない議員に議案が配布され

ないことになるための修正です。よろしいでしょうか。（委員了承） 

 次に、「通年会期制に係る申し合わせ事項（正副委員長案）」の「２ 会

期の始期・終期、・議会人事については５月１５日に臨時会議で行うこと

とする。」について、立憲民主党・れいわ新選組よりお願いいたします。 

長岡委員  ５月１５日で了承する。 

大石委員長 では、議会人事については５月１５日に臨時会議で行うこととする。こち

らでよろしいでしょうか（委員了承） 

 次に、「１６ 決算審査の時期」について、共産党と立憲民主党・れいわ

新選組よりお願いいたします。 
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矢作委員  会派として検討したが、結論としては３日いただきたい。 

長岡委員  やはり３日くらいはいただきたい。 

谷口委員  今年度は中１日でやり切っているし、前回、粕谷委員から市の職員に対

してもできるだけ速やかにということで、「原則１日の間を取って」を主

張したいと思う。 

川辺委員  決算書が配布されてからの期間を確認したが、３０日以上の日程であり、

議会日程の短縮という部分において、準備を前もって行っておけば中１日

でよいと考える。 

矢作委員  通年の試行ということで行ってきたが、これまでの経過もあり、皆さん

がおっしゃることも分からなくはないが、試行として進めてきた結果、な

かなか厳しかったこともあったので、準備期間が必要だということで３日

はいただきたいというのが意見だが、今後のことは考えていけばいいと思

ってはいる。 

粕谷委員  来年度から通年会期制となるが、予め年間を通して日程が決まってくる

もので、そうすれば、議会側も執行部側もスケジュールが立てやすいとい

うことと、決算資料も事前に配られており、スケジュールが決まっている

のでやり方次第と考えるがいかがか。 

長岡委員  うちの会派では一週間は欲しいと言っていたものを３日に譲歩したつも

りである。 

谷口委員  今、議員が３３人で実態としては４年に一回の決算委員が回ってくると

いうことなので、その年は何とかやり切ることは出来ないのか。 
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中井委員  今後また考える時間をもらえるのであれば、令和７年度、８年度に関し

ては令和７年度の開始日程を１日ずらすことで私たちの希望する中３日も

一応確保できると思うので、いかがか。 

粕谷委員  いま議論している１日、２日、３日というのはあくまでも議員側の努力

の話だと思っている。議会の合理化や働き方改革ということを考慮したと

きに、議員側の努力も必要なのではないかと考えるがいかがか。 

長谷川委員  準備は中１日だけでやるものではなく、資料は事前に配付されているの

で、それでも寝ないでやらなければならないものなら考慮する必要はある

が、そこまでのものではないと思うので、中１日いいと思う。 

川辺委員  他市の議会だと、９月議会の中に決算審査の日程を折り込んでいるとこ

ろもあり、我々の手元に資料がくるのは３０日以上前ということを考える

と、意識を少し変えることで忙しい中でも資料を見る時間は取れると思う。 

他市の例を見ても、中１日で十分であると考える。 

大石委員長  では、続きは午後１時３０分からの議会運営委員会で協議していきたい

と思いますので、暫時休憩します。 

  休  憩（午前１１時４７分） 

  

 再  開（午後１時３０分） 

大石委員長  再開します。 

 それでは、議事に入ります。 

 市長提出議案の報告を副市長からお願いします。 
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  ⑴ 令和６年第３回定例会の日程について 

①市長提出議案の報告等 

中村副市長 議案件名表のとおり、議案第１０８号から議案第１２２号までの１５

件を提出します。（※議案第１０８号から議案第１２２号までの議案の

概要を説明） 

 ②会期予定（案）等の説明 

 ※瀧澤議会事務局参事が日程概要（案）と会期予定表（案）に基づき説明 

 ③一般質問者数の確認 

 自由民主党・維新・参政・無所属の会    ６人 

公明党                  ４人 

至誠自民クラブ              ４人 

日本共産党所沢市議団           ４人 

 市民クラブ未来              １人 

 さきがけ                 ３人 

 立憲リベラルの会             １人 

 立憲民主党・れいわ新選組         ２人 

 ※以上、２５人から通告があった。 

大石委員長 では、一般質問の日数は５日間、１日目から４日目までは１日６人、

５日目が１人となります。 

 ④会期日程の決定 

大石委員長 その他の会期予定は、案のとおりでよろしいですか。（委員了承） 
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 ⑤一般質問順位の決定（抽選） 

 一般質問順位について、別紙のとおり決定した。 

 ⑥ 議案第８６号に対する討論・採決方法について 

  ア 討論通告者の報告 

  議案第８６号の原案に対し、矢作議員が反対の立場から討論との通告

があった。 

  （賛成なし） 

  イ 討論順位の決定 

  矢作議員のみに決定した。 

  ウ 採決方法の確認 

大石委員長  議案第８６号に対する修正案については、起立採決でよろしいですか。 

（委員了承） 

議案第８６号に対する修正部分を除く原案については、起立採決でよ

ろしいですか。（委員了承） 

  ⑦ 決算認定案件に対する討論・採決方法について 

  ア 討論通告者の報告 

  認定第１号、第５号、第６号、第８号に対し、矢作議員が反対の立場

から討論との通告があった。 

  イ 討論順位の決定 

  矢作議員のみに決定した。 

  ウ 採決方法の確認 
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大石委員長  委員会で多数で決したもの（（認定第１号、第５号、第６号、第８号））

は起立採決、その他のものは簡易採決でよろしいですか。 

（委員了承） 

 ⑧一般質問通告締切日時について 

 １２月３日（火）議案調査日１日目の正午 

大石委員長 一般質問の通告は、指定の様式で提出をお願いします。 

 ⑨議案質疑通告締切日時について 

 １２月４日（水）議案調査日２日目の正午 

大石委員長  議案質疑の通告についても、デスクネッツの指定の様式で提出をお願い

します。 

 ⑩議員提出議案提出締切日時について 

 １２月１０日（火）（一般質問調査日１日目）正午 

 ⑪請願・陳情書受付締切日時について 

 １２月２７日（水）午後５時 

  ⑵ 議会運営に関する事項について（午前中に引き続き） 

大石委員長  午前中に引き続き、「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長

案）」「通年会期制に係る申し合わせ事項（正副委員長案）」について

の協議を再開させていただきます。 

 「１６ 決算審査の時期」について、合意形成を図るための何かご提案は

ありますか。 

粕谷委員  いま、候補の日数が１日と３日で上がっており、平行線をたどってい
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るが、１つの提案としてはその中日を取って２日間でいかがかと思う。

７年度と８年度の会期予定表を見ると、土日祝日が入り、それぞれ中２

日間と３日間となるため、とりあえずこの２年間はこれでいくことでい

かがか。 

矢作委員  いま、粕谷委員は２日間とおっしゃったが、それはこの予定表に新た

に１日追加して中２日とすることではないのか。 

粕谷委員  私の提案は、７年度でみると、２３日が祝日で１日あり、それを入れて

２日確保できるということである。 

矢作委員  ２日ということの私の解釈は、令和７年度であれば中日を１日追加し

て２６日が開会日となることと理解している。 

 また、決算委員について１期目の議員を後ろに振り分けており、うち

でいうと、来年は中井議員、再来年は花岡議員で、経験をしていない議

員が審査を行うので、審査時間は丁寧に確保していくことを検討の中に

加えていただきたい。 

谷口委員  粕谷委員から折衷案が出され着地点を見出しているので、会期予定表

のとおり我々の任期期間の２年間については、これで合意形成を図った

らいかがか。 

粕谷委員  確かに新人議員は、予算や決算についての理解度は難しいと思うが、

ただ議会人としてこの世界に入ってきた以上、新人とかベテランとかは

ないと思う。それは会派の中で対応できる話であって、再三言うが決算

資料はかなり前から配布されるので、やろうと思えばできることである
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ので、提案させていただいた。 

川辺委員  午前中に例に挙げた他市について、狭山市ですが、９月議会が開会し

て５日目に決算審査を行う予定になっていて、この短期間の中で滞りな

く行われている。 

長岡委員  他市が定例会中に決算審査を行っていることは知っている。所沢市は

あえてそれをしないのは決算委員会に重きを置いているからだと考え

る。それは所沢市のよいところで評価できると考えているが、やはり２、

３日は最低欲しいと思う。今期は３分の１が新たな議員が入ってきてい

るので、タイトにせずに期間を確保していただきたい。 

長谷川委員  令和７年度、８年度だけで見てみると、７年度は討論・採決の後は土

日祝日を含む純粋な休みだけでも７日あり、８年度は８日あるので、こ

の２年間についてはこの案のとおりで問題ないと考える。 

斉藤委員  この２年間に限っては、この案のとおりでよいと思う。 

谷口委員  粕谷委員からのこの２年間はということで、みんなで折り合えないか

ということを提案いただいているので、２つの会派の委員の方はこの案

でいかがなものか。 

矢作委員  提案いただいたのは、２日ということだが、私としては１日という提

案と受け止めるが、会派に持ち帰り、いろいろな意見が出ていることの

説明をし、調整をはかりたいと思うので休憩をお願いしたい。 

大石委員長  暫時休憩します 

  休  憩（午後２時８分） 
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  再  開（午後２時１３分） 

大石委員長  再開します。 

矢作委員  会派で検討したが、本来であれば３日は譲れないところではあるが、

２日であればいいのではないかということで一致した。ただ、先ほどの

粕谷委員からの提案とは違い、中日を１日追加しての２日とすることで

あれば了承できる。 

長岡委員  うちの会派も共産党と同じ意見である。 

大石委員長  では、議会日程が決まらないということになりますので、この結果を

もって議長に戻すこととします。議長にご判断していただきたいと思い

ます。 

 この「１６ 決算審査の時期」以外の部分につきましては、全会一致で

変更させていただきますのでご了承ください。 

 なお、「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長案）」（８）

一般質問、⑪の公明党が言っていた部分に関しては、今回は削除しまし

て、今後議論をしてまいります。 

矢作委員  今回、議長に戻す部分に関しては、今後ご報告があるという理解でよ

いか。 

大石委員長  ご報告いただくかどうかも含めまして、議長にご判断いただきたいと

思います。 

 最後に確認事項となりますが、「６ 出席者への配慮」において、 
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【・臨時会議は、市長、副市長、経営企画部長、総務部長、議案提出所

管部長とする。】となっておりますが、教育委員会所管議案のときは「教

育長」を、また上下水道所管議案のときには「上下水道事業管理者」を

呼ぶことでよろしいですか。（委員了承） 

 では、これにて「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長案）」

と「通年会期制に係る申し合わせ事項（正副委員長案）」については、

全て確認されました。少しお時間をいただきまして、文章を整えて完成

させたものを皆様に配信させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 ⑶ その他 

  １２月５日（木）の議会運営委員会は午前９時３０分から開催となりま

す。（質疑順位の決定について） 

  

  散  会（午後２時１８分） 

 


